
地域サポーター制度と地域マスタープランの役割について

● 町内自治振興会が策定する地域マスタープランづくりに職員が研修の一環として「地域サポーター」として

関わることで職員の意識改革を行うとともに、協働のまちづくり（自立した責任ある住民自治が真に必要とする

まちづくりを行政が支援するまちづくり）の体制の構築を目指すものとする。

● 地域自ら目指す将来に向けた取組を行うための計画を立てることで、行政の支援体制を明確化し、住民自治

に呼応した施策の集中と選択が可能となる。

地域を一番理解して
いる地域住民が自ら
計画し、目指す将来 地域マスタープラン

マスタープラン策定へ
の支援・意見の取りま
とめなど（担当者・コ

マスタープラン策定に応じた支援策の施行
（集落支援員・地域おこし協力隊の派遣、交付金制度の見直し、その他の支援制度の検証など）

自治振興会

計画し、目指す将来
像を共有 地域マスタープラン

策定に向けた取組
（策定委員会など）

地域づくり課

とめなど（担当者・コ
ンサルタント）

地域サポーター

情報提供
（策定経過・他地域状況）

研修の一環として参画

（住民目線での提言、行政
職員としての意見など）

意見の照会

（行政職員とし
ての意見など）

施策への反映

（各担当業務等における施策に
反映）

研修・講演会への参加機会の確保


